
一般社団法人 石川県農業開発公社 定款

第 1章 総 則

(名 称 )

第 1条  この法人は、一般社団法人石川県農業開発公社 (以 下「公社」とい う。)

と称す る。

(主 たる事務所 )

第 2条  公社は、主たる事務所 を石川県金沢市に置 く。

(目 的 )

第 3条  公社 は、石川県の農業の発展 と、農業者 の福利 の増進 を図 ることを 目

的 とす る。

(事業 )

第 4条  公社は、前条の 目的を達成す るため、次の事業 を行 う。

(1)保 有農地の貸付及び売却事業

(2)放 牧場の管理運営事業

(3)畜 産施設 の建設事業

(4)そ の他公社の 目的 を達成す るために必要な事業

第 2章 社 員

(社員の資格 )

第 5条  公社の社員 となる資格 を有す る者 は、石川県、石川県内の地方公共団

体及び農業団体 (農業協 同組合法 に基づ く法人に限る。)と す る。

(社員の資格の取得 )

第 6条 公社の社員 になろ うとす る者 は、加入 申込書 を理事長 に提 出 して理事

会の承認 を得 なけれ ばな らない。

2 理事長 は、前項 の承認 があつた ときは、その 旨を申込者 に通知す るもの と

す る。

(入会金 )

第 7条  公社の社員 は、入会金 1口 以上 を有 しなければな らない。

2 入会金 1口 の金額 は、 10万 円 とす る。

(任意退社 )

第 8条 社員 は、退社 しよ うとす る ときは、書面 を もつて理事長 にその 旨を届

け出ることによ り、いつで も退社す ることができる。
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(除名 )

第 9条  社員が次のいずれかに該 当す るにいたった ときは、社員総会の決議 に

よ り当該社員 を除名す ることができる。

(1)定 款その他 の規則 に違反 した とき

(2)公 社 の名誉 を傷つ け、又は 日的に反す る行為 を した とき

(3)そ の他 の除名すべ き正 当な事 由があるとき

(社員資格 の喪失 )

第 10条 前 2条 の場合のほか、社員 は、次のいずれかに該 当す るにいたった

ときは、その資格 を喪失す る。

(1)総社員が同意 した とき

(2)当 該社員が解散 した とき

第 3章 社員総会

(構成 )

第 11条 社員総会は、すべての社員 をもつて構成す る。

(権 限 )

第 12条 社員総会は、次の事項について決議す る。

員 の除名

事及び監事 の選任及び解任

事及び監事 の報酬等の額

借対照表及び正味財産増減計算書の承認

款 の変更

散及び残余財産の処分

の他社員総会で決議す るもの として、法令又は この定款 で定め られた

(開 催 )

第 13条 社員総会 は、定時社員総会 として毎事業年度終了後 3箇 月以内に 1

回開催す るほか、必要がある場合 に開催す る。

(招 集 )

第 14条 社員総会は、法令 に別段の定めがある場合 を除 き、理事会の決議 に

基づ き理事長が招集す る。

2 総社員 の議決権 の 10分 の 1以上 を有す る社員は、理事長 に対 し、社員総

会の 目的である事項及び招集 の理 由を示 して、社員総会の招集 を請求す るこ

とができる。

(議 長 )

第 15条 社員総会の議長 は、その総会 において出席社員の中か ら選 出す る。
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(議決権 )

第 16条 社員 は、各 1個 及び入会金 10口 につ き 1個 の議決権 を有す る。

(決議 )

第 17条 社員総会の決議 は、総社員の議決権の過 半数 を有す る社員が出席 し、

出席 した当該社員 の議決権の過 半数 をもつて行 う。

2 前項の規定にかかわ らず、次の決議 は、総社員 の半数以上であって、総社

員の議決権の 3分の 2以上に当た る多数 をもつて行 う。

(1)社員の除名

監事の解任

定款の変更

角年青女

その他法令で定め られた事項

事又は監事 を選任す る議案 を決議す るに際 しては、候補者 ごとに第 1項
議 を行 わなければな らない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22条
める定数 を上回る場合 には、過半数 の賛成 を得た候補者 の中か ら得票数
い順 に定数 の枠 に達す るまでの者 を選任す ることとす る。
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(書面議決等 )

第 18条 社員総会 に出席 できない社員 は、あ らか じめ通知 された事項 につい

て、書面 をもつて議決 し、又は他 の社員 を代理人 として議決権 の行使 を委任

す ることができる。

2 前項の場合 にお ける前条の規定の適用 については、その社員 は出席 した も

の とみなす。

(議事録 )

第 19条 社員総会 の議事 については、法令で定 めるところによ り、議事録 を

作成す る。

2 議長及び出席 した理事 は、前項 の議事録 に記名押印す る。

(決議 の省略 )

第 20条 理事又 は社員 が総会の 目的である事項 について提案 を した場合 にお

いて、その提案 につ き社員全員 が書面によ り同意の意思表示 を した ときは、

その提案 を可決す る旨の総会の決議があつた もの とみなす。

(報 告の省田各)

第 21条  理事が社員の全員 に対 して総会 に報告すべき事項 を通知 した場合に

おいて、その事項 を総会に報告す ることを要 しないことにつ き、社員の全員

が書面によ り同意 の意思表示 を した ときは、その事項の総会への報告があっ

た もの とみなす。
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第 4章  役員等

(役員 の設置 )

第 22条 公社 に次の役員 を置 く。

(1)理事  3名 以上 18名 以内

(2)監事  1名 以上 4名 以内

2 理事の うち、 1名 を理事長 とす る。

3 前項 の理事長 を もって一般社団法人及び一般財 団法人に関す る法律 (以 下
「法人法」 とい う。)上の代表理事 とす る。

4 理事長以外の理事の うち、 4名 以内を法人法上の業務執行理事 とす る。

(役員の選任 )

第 23条  理事及び監事 は、社員総会 の決議 によって選任す る。

2 理事長及び業務執行理事 は、理事会 の決議 によって理事の中か ら選定す る。

3 理事会は、その決議 によって、前項で選任 された業務執行理事 よ り 2名 以

内を副理事長、 1名 を専務理事、 1名 を常務理事 として選定す ることができ

る。

(理事の職務及び権 限 )

第 24条  理事は、理事会 を構成 し、法令及び この定款 で定めるところによ り、

職務 を執行す る。

2 理事長 は、法令及び この定款 で定 めるところによ り、公社 を代表 し、その

業務 を執行す る。

3 副理事長 は、理事長 を補佐 し、公社 の業務 を執行す る。

4 専務理事は、理事長及び副理事長 を補佐 し、公社 の業務 を執行す る。

5 常務理事は、専務理事 を補佐 し、公社の業務 を執行す る。

6 理事長及び業務執行理事 は、毎事業年度 に 4箇 月 を超 える間隔で 2回 以上、

自己の職務 の執行 の状況 を理事会 に報告 しなけれ ばな らない。

(監事の職務及び権 限 )

第 25条  監事は、理事 の職務 の執行 を監査 し、法令 で定めるところによ り、

監査報告 を作成す る。

2 監事 は、いつで も、理事及び職員 に対 して事業の報告 を求め、公社の業務

及び財産 の状況の調査 をす ることができる。

(役員 の任期 )

第 26条  理事及び監事の任期 は、選任後 2年以内に終了す る事業年度の うち、

最終の ものに関す る定時社員総会 の終結 の時まで とす る。

2 補欠 と して選任 された理事又は監事 の任期 は、前任者 の任期の満了す る時

まで とづ る。

3 理事及び監事 は、第 22条 に定 める定数 に足 りな くなるときは、任期の読

了又は辞任 によ り退任 した後 も、新 たに選任 された者 が就任す るまで、なお
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理事又は監事 としての権利義務 を有す る。

(役員の解任 )

第 27条  理事及び監事は、社員総会の決議 によって解任す ることができる。

(報酬等 )

第 28条  理事及び監事は無報酬 とす る。 ただ し、常勤の理事及び監事 には報

酬 を支給す ることができる。

2 理事及び監事に対 して、その職務 を行 うために要す る費用の支払いをす る

ことができる。

3 前 2項 に関 し必要な事項 は、社員総会の決議 によ り別 に定める 「役員の報

酬等及び費用 に関す る規程」による。

(責任 の一部免 除又は限定 )

第 29条  公社 は、理事及び監事 の法人法第 111条 第 1項 の損害賠償責任 に

ついて、法令 に定 める要件 に該 当す る場合 には、理事会の決議 によって、賠

償責任額か ら法令 に定める最低責任 限度額 を控除 して得た額 を限度 として免

除す ることができる。

2 公社 は、外部理事及び外部監事 との間で、法人法第 111条 第 1項 の損害

賠償責任 について、法令 に定 める要件 に該 当す る場合 には、賠償責任 を限定

す る契約 を理事会の決議 に よって締結す ることができる。ただ し、その契約

に基づ く賠償責任 の限度額 は、法令 に定める最低責任限度額 とす る。

第 5章 理事会

(構成 )

第 30条 公社 に理事会 を置 く。

2 理事会はすべての理事を もつて構成す る。

(権 限 )

第 31条  理事会は、次の職務 を行 う。

(1)公社の業務執行 の決定

(2)理事の職務 の執行 の監督

(3)理事長及び業務執行理事 の選定及び解職

(種類及び開催 )

第 32条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2種 とす る。

2 通常理事会 は、毎事業年度 2回 開催す る。

3 臨時理事会は、次の各号の一 に該 当す る場合 に開催す る。

(1)理事長が必要 と認 めた とき

(2)理事長以外の理事か ら理事長 に対 し、理事会の 目的である事項 を記載 し

た書面をもって理事会招集 の請求があった とき
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(3)監事か ら理事長 に対 し、招集 の請求があつた とき

(4)第 2号及び第 3号の請求があった 日か ら 5日 以内に、その請求があった

日か ら 2週 間以内の 日を理事会の 日とす る理事会の招集 の通知が発せ られ

ない場合に、その請求を した理事又は監事が招集 した とき

(招 集 )

第 33条  理事会は、前条第 3項第 4号に規定す る場合 を除 き、理事長 が招集

す る。

2 理事長が欠 けた とき又は理事長 に事故があるときは、各理事が招集す る。

(議長 )

第 34条  理事会の議長 は、理事長 が これ に当た る。

(決議 )

第 35条  理事会の決議 は、決議 について特別 の利害関係 を有す る理事 を除 く、

理事の過半数が出席 し、その過半数 を持 つて行 う。

2 前項の規定にかかわ らず、理事が理事会 の決議 の 目的である事項 について

提案 した場合 において、議決に加 わることのできる理事の全員が書面によ り

同意の意思表示 を した ときは、当該提案 を可決す る旨の理事会 の決議があっ

た もの とみなす。 ただ し、監事が異議 を述べた ときは、その限 りではない。

(報告の省略 )

第 36条  理事又は監事が理事及び監事の全員 に対 し、理事会に報告すべ き事

項 を通知 した ときは、その事項 を理事会 に報告す ることを要 しない。

2 前項の規定は、第 24条 第 6項 の規定による報告 には適用 しない。

(議事録 )

第 37条  理事会の議事については、法令 で定める ところによ り議事録 を作成

す る。

2 出席 した理事長及び監事は、前項 の議事録 に記名押印す る。

第 6章  資産及び会計

(事 業年度 )

第 38条  公社 の事業年度は、毎年 4月 1日 に始 ま り、誕年 3月 31日 に終わ

る。

(事 業計画及び収支予算 )

第 39条  公社 の事業計画書、収支予算書 については、毎事業年度 の開始の 日

の前 日までに、理事長が作成 し、理事会の承認 を受 けなければな らない。 こ

れ を変更す る場合 も、同様 とす る。

2 前項の書類 については、主た る事務所 に、当該事業年度 が終了す るまでの
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間備 え置 くもの とす る。

(事業報告及び決算 )

第 40条  理事長 は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類 を作成 し、監

事の監査 を受 けた上で、理事会の承認 を受 けなければな らない。

事業報告

事業報告の附属明細書

貸借対照表

正味財産増減計算書

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

財産 目録

2 前項の承認 を受 けた書類 の うち、第 1号、第 3号及び第 4号の書類 につい

ては、定時社員総会 に提 出 し、第 1号の書類 についてはその内容 を報告 し、

その他の書類 については承認 を受 けなけれ ばな らない。

3 前項 の規定によ り承認 を受 けた書類 のほか、監査報告 を主たる事務所 に 5

年間備 え置 くとともに、定款、社員名簿 を主たる事務所 に備 え置 くもの とす

る。

(剰余金の分配の禁止 )

第 41条  公社は、剰余金の分配 を行 うことができない。

第 7章 定款 の変更及び解散

(定款 の変更 )

第 42条  定款 は、社員総会の決議 をもつて変更す ることができる。

(解散 )

第 43条  公社 は、社員総会の決議 その他法令で定め られた事 由によ り解散す

ることができる。

(残余財産の帰属 )

第 44条  公社が清算 をす る場合において有す る残余財産は、社員総会の決議

を経て、公益社団法人及び公益財 団法人の認定等 に関す る法律第 5条 第 17
号に掲げる法人又は国若 しくは地方公共団体に贈与す るもの とす る。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第 45条  公社の公告は、電子公告 によ り行 う。

第 9章  事務局

(設置等 )

第 46条  公社の事務 を処理す るため、事務局 を置 く。

2 事務局 には、所要の職員 を置 き、その任免 は法令で別段 の定めがある場合
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を除き、理事長 が行 う。

第 10章 雑則

(委任 )

第 47条  この定款 に定めるもののほか、公社 の運営に必要な事項は、理事会

の決議 を経て、理事長が別 に定めることができる。

附則

1 この定款 は、一般社団法人及び一般財 団法人 に関す る法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等 に関す る法律 の施行 に伴 う関係法律 の整備等 に

関す る法律第 121条 第 1項 において読み替 えて準用す る同法第 106条 第

1項 に定める一般法人の設立の登記の 日か ら施行す る。

2 -般 社団法人及び一般財 団法人 に関す る法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認 定等 に関す る法律 の施行 に伴 う関係法律 の整備等 に関す る法律第

121条 第 1項 において読み替 えて準用す る同法第 106条 第 1項 に定める

特例民法法人の解散の登記 と一般法人の設立の登記 を行 つた ときは、第 38
条 の規定にかかわ らず、解散の登記 の 日の前 日を事業年度 の末 日とし、設立

の登記 の 日を事業年度 の開始 日とす る。

3 第 23条 の規定にかかわ らず、この法人 の最初の理事長 は大森信夫 とす る。
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